
平成27年度農薬の
環境影響調査（概要）

平成２８年５月２３日

環境省 農薬環境管理室
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１ 毒性調査
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１．１ 毒性調査の概要

• 国環研において1993年より累代飼育しているア
オモンイトトンボを使用

– 孵化48時間以内のヤゴ
– １容器に１匹づつ飼育（１濃度区につき5匹）

• 遊泳阻害試験
– 尾への刺激（１０回）を受けても脚の関節を動かさない
状態を遊泳阻害とした

• 各濃度区の遊泳阻害率から半数影響濃度
（EC50）を算出
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アオモンイトトンボによる農薬の毒性調査結果
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アオモンイトトンボの毒性値と水産基準値等との比較
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１．２ 毒性調査の結果及び考察

• コントロール群での非影響個体率は、93.3～100%のため、試
験方法は妥当と考えられる。

• アオモンイトトンボでは、ネオニコチノイド系に比べ、ピレスロ
イド系、フェニルピラゾール系、有機リン系で高い感受性が示
された。

• アオモンイトトンボの半数影響濃度（ＥＣ５０）は、ネオニコチノ
イド系等の一部の農薬では現行の水産基準値に比べて低い
ことが示された。

• 今回の実態調査の対象全農薬について、半数影響濃度（ＥＣ
５０）は、本事業の実態調査から得られた水中濃度の実測値
の最大値と比べると概ね100倍以上高かった。このため、今回
の実態調査地点におけるアオモンイトトンボに対する水を介し
た急性影響は無いものと考えられる。 6



２ 実態調査
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２．１ 実態調査の概要
• 全国７地点の水田周辺及び森林内の、ため池及び水路

– 北海道、茨城県、石川県、奈良県、広島県、佐賀県：２６年度調査と
原則同一の地点

– 新潟県（H26）を兵庫県（H27）に変更

• 水中及び底質中のネオニコチノイド系農薬等（※）の濃度を
測定

– ※ ネオニコチノイド系殺虫剤７剤（アセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、
チアクロプリド、チアメトキサム及びニテンピラム）並びにフィプロニル（分解物含む）、MEP、
BPMC、ベンフラカルブ、エトフェンプロックス、シラフルオフェン、カルタップ及びクロラントラニリプ
ロール

• トンボ、ヤゴの生息種数・個体数を調査
• 周辺環境の調査
• トンボ種数等を農薬濃度の関数として表し、農薬濃度の増
減がトンボ種数等に与える影響が、統計的に有意かどうか
を判定（解析には、GLMM（一般化線形混合モデル）を用いた。）
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実態調査の様子
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北海道夕張郡

新潟県佐渡市

石川県輪島市

茨城県石岡市

奈良県奈良市広島県東広島市

佐賀県佐賀市

（参考） H26年度調査地点
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北海道
空知地方

兵庫県

石川県

茨城県

奈良県広島県
佐賀県

平成27年度調査地点
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２．２ 実態調査の結果及び考察

農薬の検出率・残留濃度が北で低く、西南で高い傾向、トンボ種
数・個体数は北で多く、西南で少ない傾向が示されたが、例えば、
農薬濃度が高くても種数が多い地点（兵庫県）がある、同一の薬
剤であっても濃度の増加に伴い個体数が減る一方で種数は増え
る場合があるなど、統計的な解析を行うと環境中農薬濃度とトン
ボ生息状況の間に、必ずしも一貫した関係を見出すことはできな
かった。

トンボ種数・個体数には地域差があるが、過去のトンボ種数・個
体群動態の情報が不足しており、地点数が少なかったこともあり、
環境要因の差異が与える影響を解析において考慮できなかった。
このため、農薬使用とトンボ生息数の関係を平成26・27年度の
データのみで推定することは困難であり、さらに調査が必要と考え
られる。 19



３． ２８年度調査計画（予定）

【毒性調査】
– 他種のトンボの毒性情報等が不足
⇒・アキアカネを含むトンボ種内の感受性差を明らかにする

ための試験を実施

・底質添加試験の開発により、より実環境中でのばく露状

況を再現

【実態調査】
– 農薬使用とトンボ生息状況との明確な関係が得られなかった
⇒・調査地点数を増加（合計１２地点予定）することにより

データ数を増加させる

・周辺の自然環境要素を変数化し、解析に加える

【その他】
– 継続的調査の必要性
⇒・市民等が実施できる調査マニュアルの作成・整備
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